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別表第１（第４条関係） 
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 各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 徴  収  月  額 

階層区分 定          義 ３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児 

一 
 
 

般 
 
 

分 
 
 

徴 
 
 

収 
 
 

基 
 
 

準 

Ａ 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。） 0円 0円 0円 

Ｂ Ａ階層を

除き前年

分の所得

税非課税

世帯 

前年度分の区市町村民税非課税世帯 0円 0円 0円 

Ｃ１ 
前年度分の区市町村民税のうち均等割のみ

の課税世帯（所得割非課税世帯） 1,900円 1,300円 1,300円 

Ｃ２ 
前年度分の区市町村民税のうち所得割課税

額が5,000円未満である世帯 2,400円 2,000円 2,000円 

Ｃ３ 
前年度分の区市町村民税のうち所得割課税

額が5,000円以上である世帯 3,100円 2,700円 2,600円 

Ｄ１ 
Ａ階層を

除き前年

分の所得

税課税世

帯 

前年分の所得税課税額が1,500円未満であ

る世帯 6,800円 5,600円 5,600円 

Ｄ２ 
前年分の所得税課税額が1,500円以上

8,401円未満である世帯 8,400円 7,400円 7,300円 

Ｄ３ 
前年分の所得税課税額が8,401円以上

15,000円未満である世帯 9,500円 9,400円 9,300円 

Ｄ４ 
前年分の所得税課税額が15,000円以上

30,000円未満である世帯 15,600円 11,000円 10,900円 

Ｄ５ 
前年分の所得税課税額が30,000円以上

45,000円未満である世帯 19,400円 12,900円 12,800円 

Ｄ６ 
前年分の所得税課税額が45,000円以上

60,000円未満である世帯 21,800円 14,500円 14,400円 

Ｄ７ 
前年分の所得税課税額が60,000円以上

75,000円未満である世帯 24,000円 16,000円 15,900円 

Ｄ８ 
前年分の所得税課税額が75,000円以上

90,000円未満である世帯 25,900円 17,200円 17,100円 

Ｄ９ 
前年分の所得税課税額が90,000円以上

106,000円未満である世帯 27,900円 18,500円 18,300円 

Ｄ10 
前年分の所得税課税額が106,000円以上

125,000円未満である世帯 29,700円 19,800円 18,300円 

Ｄ11 
前年分の所得税課税額が125,000円以上

147,000円未満である世帯 31,500円 21,000円 18,300円 

Ｄ12 
前年分の所得税課税額が147,000円以上

169,000円未満である世帯 33,000円 21,900円 18,300円 

Ｄ13 
前年分の所得税課税額が169,000円以上

194,000円未満である世帯 34,700円 22,900円 18,300円 

Ｄ14 
前年分の所得税課税額が194,000円以上

219,000円未満である世帯 36,300円 22,900円 18,300円 

Ｄ15 
前年分の所得税課税額が219,000円以上

245,000円未満である世帯 37,800円 22,900円 18,300円 

Ｄ16 
前年分の所得税課税額が245,000円以上

271,000円未満である世帯 39,100円 22,900円 18,300円 

Ｄ17 
前年分の所得税課税額が271,000円以上

299,000円未満である世帯 40,700円 22,900円 18,300円 

Ｄ18 
前年分の所得税課税額が299,000円以上

438,000円未満である世帯 44,100円 22,900円 18,300円 

Ｄ19 
前年分の所得税課税額が438,000円以上

582,000円未満である世帯 49,700円 22,900円 18,300円 

Ｄ20 
前年分の所得税課税額が582,000円以上

727,000円未満である世帯 54,600円 22,900円 18,300円 

Ｄ21 
前年分の所得税課税額が727,000円以上  

である世帯 58,500円 22,900円 18,300円 

付

加

基

準 

Ｃ１階層に属し、前年度分の固定資産税課税額が 4,000円以上である世帯は、Ｃ２階層と認定する。 

Ｃ２階層に属し、前年度分の固定資産税課税額が 6,000円以上である世帯は、Ｃ３階層と認定する。 

Ｃ３階層に属し、前年度分の固定資産税課税額が 8,000円以上である世帯は、Ｄ１階層と認定する。 

Ｄ１階層に属し、前年度分の固定資産税課税額が10,000円以上である世帯は、Ｄ２階層と認定する。 

 備考 この表における税額等を算出するための所得の範囲及び計算方法は、規則で定める。 
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